
平成１９年４月１日に自動的に移行
（注：法施行に伴う必要な定款変更等は別途必要）

×後戻り禁止

○後戻り可能

社団
社団

財団 財団特定医療法人

社会医療法人

（ 法施行前の状況 ） （平成１９年４月１日以降）

平成１９年４月以降設立できる医療法人は、新法の医療法人のみ
（経過措置型医療法人（旧法の医療法人）は、平成１９年４月以降設立不可）

○後戻り可能

出資額限度法人

持分あり医療法人

経過措置型医療法人

出資額限度法人

×後戻り禁止

その他の医療法人

出資持分あり

持分あり医療法人

改正医療法施行に伴う医療法人の移行

特定医療法人

出資持分あり

（社団は基金制度利用可能）

新法の医療法人

出資持分なし

出資持分なし
特別医療法人
（５年間経過措置）


